
クリーンセンターにおける
搬入物検査について

平成27ফ4月13日
ごみਤୖ



本日の内容
● 搬入物検査（業者収集ごみ）

● 搬入ਂి物の

● 排出事業者指導

● 搬入物検査（持込ごみ）

● まとめ



搬入物検査（業者収集ごみ）
● 目的
京都市クリーンセンター（ＣＣ）への産業廃

棄物等の搬入ଆૃ，資源ごみのড়資源化施設
への誘導

● 検査内容
許可業者によって各ＣＣに搬入される廃棄物

にणいて，産業廃棄物などの搬入ਂి物のથ無
を調査。搬入ਂి物の排出者を特定できないか
を調査
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産業廃棄物等の
ਂి物搬入ऋないか

調べます

ऱっかき༈で，ਂి物を
引っ張りあげます

ূਨ部クリーンセンター



南部クリーンセンター

ごみ袋を開封して，
ਂి物ऋないか調べます

ਂి物ऋ発ಁすれय，
排出事業者を特定できないか

調べます



平成15ফ



平成23ফ



● 搬入者（許可業者）指導
搬入されञਂి物にणいては，搬入者（許

可業者）に持ち帰りを指示します。悪質な場
合には，文書や代表者等を本市に呼び出して
指導します。

● 排出事業者指導
産業廃棄物などのਂి物を排出しञ事業者

等に対しては，本市によるয়入検査をষい，
是正の指導を実施します。



搬入ਂి物の（産業廃棄物）

PP（結束）バンドハンガー

ビニール発砲スチロール プラ容器

缶・びん・
ペットボトル



搬入ਂి物の（産業廃棄物）

プラボトル 注射器 点滴バッグ

手袋チューブプラ包装



ダンボール

ਨ部クリーンセンター 平成26ফ6月27日
朝５時頃

新聞・雑誌

搬入ਂి物の（ৱ౺化可ચऩごみ）
平成27ফ10月から分別義務化



機密書類 シュレッダー紙

チラシ・プリント・包装紙 紙製容器包装

搬入ਂి物の（ৱ౺化可ચऩごみ）
平成28ফ4月から分別義務化



分別がਂે分ऩごみ分別がਂે分ऩごみ

ビニール
（廃プラ）

空き箱
（雑がみ）



事業所の分別ルールは，間違っていませんか？

排出事業者指導
搬入物検査

（クリーンセンター）
য়入検査

（排出事業場）

貸し衣装カバー
（ビニール）

燃やすごみとして
排出していた



排出事業者指導
● 確認内容
・ 産業廃棄物と一般廃棄物を分別しているか
・ 資源ごみと一般廃棄物を分別しているか
・ ి正૪৶やગ資源化する্১ऋあるか

缶，びん，ペットボトル，プラスチック，
機密書類，シュレッダー紙など
分別して排出していますか？

適正処理や再資源化ルートがありますか？



搬入物検査（持込ごみ）
● 目的
都市ごみや産業廃棄物の搬入ଆૃ，資源ごみのড়資

源化施設への誘導
● 検査内容
ূਨ部CCや南部CCに自己搬入される廃棄物を対象に，

搬入ਂి物のથ無を調査。搬入ਂి物は，事業者に持ち帰
りを指示
● 無許可業者指導
一般廃棄物૪৶業許可を持ञङ，যのごみを収集し，

各CCにઈ搬するੰ৬業者，引௭業者，ਂ৷ષ回収業者な
どに対して是正指導を実施



無許可業者へ
の૪৶は
১ഥୀખ！



まとめ
● 事業ਚから出るごみम，事業ਚのிભでి正૪৶
૪৶業者（ଵ৶ভ）ભचにはしない！

● 改正で，分別の義務化がスタート
産業廃棄物や資源化可能な紙ごみは分別徹底！

■ 平成27年10月から分別義務化

→ 新聞，雑誌，ダンボÜル

■ 平成28年4月から分別義務化

→ 紙パック，雑がみ（紙箱，ＯＡ用紙，機密書類，シュレッダー紙など）

大規模事業所の皆さま，
「産業廃棄物」「資源化可能な紙ごみ」
の分別徹底に，ご協力をお願いします！


